
暴力団排除推進へ暴力団排除推進へ
　６月定例会は５日から14日まで開かれ、補正予算２件、条例制定や改正７件など
11議案について審議した。このうち、町の組織を改正する「事務分掌条例」と「教
育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」の２議案については否決。総額96
億9498万円とする一般会計、総額18億8246万４千円とする介護保険事業特別会
計の両補正予算と、「播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例」などは原案
通り可決、承認した。なお、今回は９人の議員が一般質問を行い、町当局の考えをた
だした。
　また、その前月10日に行われた臨時会では、補正予算１件や工事請負契約締結２
件など５議案が提出され、裁判上の和解と一般会計補正予算を否決したほかは、いず
れも原案通り可決、承認した。

　
「
播
磨
町
に
お
け
る
暴
力

団
の
排
除
の
推
進
に
関
す
る

条
例
」
は
暴
力
団
に
よ
る
不

当
な
影
響
を
排
除
し
、
安
全
・

安
心
な
住
民
生
活
を
守
る
た

め
提
案
さ
れ
、
こ
れ
を
全
会

一
致
で
原
案
通
り
可
決
し
た
。

　
こ
の
条
例
で
は
、
暴
力
団

排
除
を
推
進
す
る
た
め
の
基

本
理
念
を
掲
げ
、
町
・
住
民
・

事
業
者
の
役
割
や
施
策
な
ど

を
定
め
て
い
る
。
平
成
24
年

10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

　
県
で
は
平
成
23
年
４
月
か

ら
暴
力
団
排
除
条
例
を
施
行
。

こ
れ
に
違
反
者
に
対
す
る
罰

則
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ

　
組
織
再
編
を
行
う
「
事
務

分
掌
条
例
」、「
教
育
に
関
す

る
事
務
の
職
務
権
限
の
特
例

に
関
す
る
条
例
」
の
両
議
案

は
、
委
員
会
で
の
審
査
後
、

賛
成
少
数
で
い
ず
れ
も
原
案

を
否
決
し
た
。

　
条
例
案
は
、「
グ
ル
ー
プ
」

を
「
課
」
に
変
更
し
た
う
え

で
組
織
の
新
設
、
統
廃
合
を

行
う
も
の
。
教
育
委
員
会
部

局
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
を
町

長
部
局
に
移
管
し
、「
ち
い
き

振
興
課
」
や「
こ
ど
も
課
」

を
設
け
る
と
と
も
に
、
政
策

調
整
と
財
政
の
担
当
を
「
企

画
財
政
課
」
と
し
て
一
体
化

す
る
。

　
委
員
会
審
査
で
は
、
両
議

案
を
付
託
さ
れ
た
総
務
建
設

常
任
委
員
会
が
厚
生
教
育
常

任
委
員
会
と
の
連
合
審
査
会

を
開
催
し
た
。
主
な
質
疑
は

次
の
通
り
。

　質

　疑

問

　今
回
の
提
案
に
ど
の
程

度
の
予
算
が
必
要
な
の
か
。

答
　
正
確
な
数
字
は
出
し
て

い
な
い
。
概
算
す
る
と
１
２

５
０
万
円
。

問

　障
が
い
児
支
援
は
、
児

童
福
祉
や
子
育
て
支
援
な
ど

を
担
当
す
る
「
こ
ど
も
課
」

の
新
設
に
よ
っ
て
、
総
合
的

に
対
応
で
き
る
か
。

答
　
対
応
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。

問

　提
案
を
詳
し
く
検
証
す

る
た
め
に
も
研
究
班
の
答
申

書
の
開
示
を
求
め
る
。

答
　
答
申
書
は
政
策
形
成
過

程
の
も
の
で
、
そ
の
開
示
は

で
き
な
い
。

問

　職
員
の
意
見
は
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
。

答
　
統
括
に
は
そ
れ
ぞ
れ
聞

い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
職
員

に
は
聞
い
て
い
な
い
。

問

　さ
ら
に
議
会
で
審
議
し
、

建
設
的
な
提
案
が
あ
れ
ば
修

正
で
き
る
の
か
。

答
　
今
回
は
最
高
の
も
の
を

提
案
し
て
い
る
の
で
修
正
す

る
こ
と
は
な
い
。

　
本
会
議
で
の
討
論
は
次
の

通
り
。

　討

　論

■
賛
成

　
「
グ
ル
ー
プ
」
を
「
課
」、

「
統
括
」
を
「
課
長
」
な
ど

に
改
め
、
一
般
的
な
名
称
で

わ
か
り
や
す
く
な
る
。

　
こ
ど
も
課
の
新
設
で
、
子

ど
も
に
関
す
る
こ
と
は
、
こ

の
課
で
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
を
目

指
し
効
率
的
で
評
価
で
き
る
。

■
反
対

　
連
合
審
査
会
で
答
弁
さ
れ

た
「
資
料
請
求
に
は
応
じ
ら

れ
な
い
」「
修
正
に
は
応
じ
ら

れ
な
い
」
で
は
、
現
状
維
持

の
意
味
を
持
つ「
否
決
」と
い

う
選
択
肢
し
か
議
会
に
は
残

さ
れ
て
は
い
な
い
。

と
か
ら
、
町
条
例
で
は
罰
則

を
設
け
て
い
な
い
。

　質

　疑

問

　町
の
契
約
行
為
に
お
い

て
、
暴
力
団
で
な
い
旨
の
誓

約
を
取
る
の
か
。

答
　
県
警
の
指
導
を
受
け
、

そ
の
よ
う
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

問

　こ
の
条
例
は
暴
力
団
と

そ
の
構
成
員
す
べ
て
の
排
除

を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
。

答
　
全
国
都
道
府
県
や
各
市

町
村
が
暴
力
団
排
除
の
条
例

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
結
果

暴
力
団
員
は
い
な
く
な
る
も

の
と
考
え
る
。

６月定例会で条例案可決

６月定例会６月定例会

▼昨年10月に稲美町で開催された加古川地区安全・安心まちづくり住民大会

条例

暴
力
団
排
除
推
進
条
例
を
可
決

条例

組
織
改
正
の
２
条
例
を
否
決

●暴力団は、住民生活から断固として
排除されなければならない。
●暴力団を恐れない・利用しない、暴
力団に利益供与しない、暴力団事務
所などの存在を許さず暴力団の活動
を防止することを基本とする。
●県や関係機関などとの連携を図りな
がら、町、住民、事業者が相互に連
携、協働して、社会全体として暴力
団排除を推進しなければならない。

●契約事務など町の事務・事業におい
て必要な措置を講じる。
●暴力団排除の重要性などについて啓
発活動を行う。
●暴力団による犯罪などから青少年を
守るための教育、情報の提供、そし
て啓発に取り組む。
●県が実施する暴力団排除に関する施
策に協力する。

●住民にわかりやすい組織
　◇グループ　→　課
　◇統括　→　課長
　◇リーダー　→　副課長
　◇リーダー補佐　→　係長
●地域の活性化と住民との協働による
町づくり
　◇「ちいき振興課」の新設
●重点施策の推進と事務分掌の見直し
　◇政策調整と財政の担当を「企画財
政課」として一体化

　◇「こども課」の新設
　◇生涯学習グループを廃止し、教育
委員会事務局を「教育総務課」と
「教育推進課」に再編

暴力団排除の基本理念

主な施策など

否決となった組織改正案の骨子
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